
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】平成２９年６月１９日（２０１７．６．１９）
（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１５７９２６５号（Ｄ１５７９２６５）
（２４）【登録日】平成２９年５月２６日（２０１７．５．２６）
（５４）【意匠に係る物品】椅子用組み立て板
（５２）【意匠分類】Ｄ７－２１
（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１０）Ｃｌ．６－０１
【Ｄターム】Ｄ７－２１ＤＤ
（２１）【出願番号】意願２０１６－１３０３３（Ｄ２０１６－１３０３３）
（２２）【出願日】平成２８年６月１７日（２０１６．６．１７）
（７２）【創作者】
【氏名】富田　浩二
【住所又は居所】愛知県名古屋市中区新栄２－９－８ＴＯＭＩＴＡビル１Ｆ　ＴＯＭＩＴＡ株式会社
（７３）【意匠権者】
【識別番号】５１６１３２３８９
【氏名又は名称】富田　浩二
【住所又は居所】愛知県名古屋市中区新栄２－９－８ＴＯＭＩＴＡビル１Ｆ　ＴＯＭＩＴＡ株式会社
（７４）【代理人】
【識別番号】１００１６７８１８
【弁理士】
【氏名又は名称】蓑和田　登
【新規性喪失の例外の表示】意匠法第４条第２項の適用申請が有りました。
【審査官】前畑　さおり　
（５５）【意匠に係る物品の説明】本願物品は、プラモデルのように組み立てることができる家具用の椅子用組
み立て板である。この椅子用組み立て板は、木製であり、座板となる略正方形の部分と、脚部となる略台形状の
２か所に分解した後に組み立てられる。この椅子用組み立て板の大きさは、例えば、正面視で長手方向１５２ｃ
ｍ、短手方向４３ｃｍである。
（５５）【意匠の説明】背面図は正面図と対称に表れる。また、右側面図は左側面図と対称に表れる。さらに、
底面図は平面図と対称に表れる。
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【正面図】



【平面図】

【左側面図】
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【使用状態を示す参考斜視図】
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